
介護保険給付費の推移 

 

介護保険給付費とは、居宅介護サービス費や施設介護サービス費などの介護サービスを利用したときにかかる費

用のうち、本人が負担する分（1～3割）を除いた費用（9～7割）のことです。 

小樽市の介護保険給付費は、平成 28 年度に市内の介護療養型医療施設から特別養護老人ホームへの転換に

伴う病床の減少があったことから、施設介護サービス費用に一時的に減少がみられましたが、平成 31（令和元）年度

には増加に転じています。 

また、要介護高齢者が可能な限り住み慣れた地域で在宅生活を送るために必要となる、居宅介護サービスや地域

密着型介護サービスにかかる費用は、利用者の増加に伴い概ね増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


